
○津山市男女共同参画まちづくり条例施行規則

平成１４年１０月１日

津山市規則第４８号

（目的）

第１条 この規則は，津山市男女共同参画まちづくり条例（平成１４年津山市条例第１３

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（苦情等の申出）

第２条 条例第１５条第１項の規定による相談又は苦情の申出をしようとする者は，苦情

等申出書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。

（審議会委員の任期）

第３条 条例第２１条第１項の津山市男女共同参画まちづくり審議会（以下「審議会」と

いう。）の委員の任期は，２年とする。ただし，公職にあることにより委嘱された委員

の任期は，その公職にある期間とする。

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

３ 委員の増員により新たに委嘱された委員の任期は，現に委員である者の残任期間とす

る。

４ 委員は，再任を妨げない。

（審議会の会長及び副会長）

第４条 審議会に会長１人及び副会長２人を置き，それぞれ委員の互選によって定める。

２ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらか

じめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。

（審議会の会議）

第５条 審議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。

２ 審議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところ

による。

（専門部会）

第６条 審議会は，その所掌事務に係る専門的事項を調査及び審議するため必要があると

きは，専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。

２ 部会は，会長が指名する委員をもって組織する。

３ 部会に部会長を置き，部会に属する委員のうちから会長が指名する。

４ 部会長は，部務を掌理し，部会における調査及び審議の状況並びにその結果を審議会

に報告する。

５ 前条の規定は，部会の会議及び議事について準用する。この場合において，「審議会」

とあるのは「部会」と，「会長」とあるのは「部会長」と読替えるものとする。

（審議会の庶務等）

第７条 審議会の庶務は，総務部人権啓発課において処理する。



２ 条例及びこの規則に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，会長が

審議会に諮って定める。

（その他）

第８条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この規則は，公布の日から施行する。

（委員の任期の特例）

２ この規則の施行後，最初に委嘱する委員の最初の任期は，第３条第１項の規定にかか

わらず，委嘱の日から平成１６年３月３１日までとする。

（会議の招集の特例）

３ この規則による審議会の最初の会議は，第５条第１項の規定にかかわらず，市長が招

集する。




